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１ 防災指針について

（１）防災指針策定の背景

近年、全国各地で土砂災害や洪水等の災害が発生し、生命や財産、社会経済に大きな被害を

もたらしています。本市においても、時間雨量 79mm を観測した東海豪雨（平成 12 年９月）や

時間雨量 146mm を観測した平成 20 年８月末豪雨では、市内の広い範囲で浸水被害を受けまし

た。気候変動の影響によって、今後もこうした自然災害の頻発･激甚化が懸念されています。

水害及び土砂災害などの自然災害への対応や防災･減災を考慮したまちづくりを進めていく

ため、令和２年６月に都市再生特別措置法が改正され、居住誘導区域内における防災･減災対策

を「防災指針」として立地適正化計画に位置づけることが新たに規定されました。

防災指針では、本市のまちづくりにおける防災上の課題を把握した上で、ハード対策※１･ソ

フト対策※２に係る取組を定めます。

※１ ハード対策：構造物により、災害を防止･軽減する物理的な対策

※２ ソフト対策：ハザードマップや避難体制の整備、土地利用規制等による被害を防止･軽減する対策

【参考：都市再生特別措置法の改正（令和２年６月）】

令和２年６月 10日公布の改正「都市再生特別措置法」では、立地適正化計画に関して

以下の内容が規定されました。

資料：「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進のための都市再生特別措置法等の改正について

（国土交通省、令和２年９月）

◆立地適正化計画の強化（防災を主流化）

-立地適正化計画の居住誘導区域から災害

レッドゾーンを原則除外 ※令和３年 10 月施行

-立地適正化計画の居住誘導区域内で

行う防災対策･安全確保策を定める

「防災指針」の策定 ※令和２年９月施行
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（２）防災指針の構成

防災指針の構成は、下図のとおりです。

本市の災害ハザード情報を踏まえた災害リスクを分析することによって防災･減災に係る課題

を明らかにします。また、明らかとなった災害リスクや課題に対して、防災･減災の取組方針を設

定した上で、防災･減災の取組を設定します。

図 防災指針の構成

災害ハザード情報に都市情報を重ね合わせ、災害リスクに

ついて分析を行い、居住誘導区域のあり方や防災･減災上の

課題を明らかにする。

水害（洪水･雨水出水）、土砂災害の災害ハザード情報を

把握する。

災害ハザード情報の把握

災害リスクの分析

分析した災害リスクと防災･減災上の課題から、防災･減災

に関する取組方針を設定する。

防災・減災の取組方針

防災･減災の取組方針を基に防災･減災上の課題に対応する

ための取組を設定する。

防災・減災の取組

・・・Ｐ３～20

・・・Ｐ21～59

・・・Ｐ60～62

・・・Ｐ63～65
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２ 災害ハザード情報の把握

（１）把握する災害ハザード情報

生命･身体への危険性を考慮し、発生のおそれがある水害（洪水･雨水出水）や土砂災害の災害

ハザード情報を把握します。なお、水害（洪水）について、以下の２つのレベルの浸水想定から

把握します。

表 把握する災害ハザード情報

災害の種別 災害ハザード情報 備考

水害

（洪水）

浸水想定区域（最大規模）
矢作川のほか、乙川流域の河川、矢作古川･広

田川流域の河川、青木川流域の河川、巴川流

域の河川、家下川、鹿乗川流域の河川が氾濫

した場合に浸水が想定される区域を把握
浸水想定区域（計画規模）

浸水継続時間（最大規模）
浸水深が 50 ㎝に達してから 50㎝を下回る

までの時間を把握

家屋倒壊等氾濫想定区域

氾濫流（最大規模）
木造建物の倒壊危険性がある区域を把握

家屋倒壊等氾濫想定区域

河岸侵食（最大規模）
建物の倒壊危険性がある区域を把握

水害

（雨水出水）
浸水実績

東海豪雨（平成 12年９月）、平成 20 年

８月末豪雨によって被害を受けた区域を把握

土砂災害

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

土砂災害警戒区域（イエローゾーン） 土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊

（がけ崩れ）等の危険性のある区域を把握
急傾斜地崩壊危険区域

○浸水想定区域（最大規模）

想定し得る最大規模の降雨（1,000 年に１度程度の確率で発生）により、浸水が想定される

区域です。水防法に規定される「想定最大規模」を指します。

○浸水想定区域（計画規模）

河川整備の際に目標とする計画規模の降雨（河川ごとに設定）により、浸水が想定される

区域です。
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【参考：水害（洪水）における想定規模ごとの降雨条件】

想定規模 河川 降雨条件

最大規模

矢作川
1,000年に１度程度の降雨

48 時間降雨量：683mm

乙川流域（乙川、伊賀川、山綱川、竜泉寺川、

鉢地川、男川、夏山川、乙女川、雨山川、鳥川）

1,000年に１度程度の降雨

48 時間降雨量：785mm

矢作古川･広田川流域

（広田川、安藤川、占部川、砂川）

1,000年に１度程度の降雨

24 時間降雨量：770mm

青木川流域（青木川、真福寺川）
1,000年に１度程度の降雨

24 時間降雨量：814mm

巴川流域（巴川、群界川）
1,000年に１度程度の降雨

24 時間降雨量：640mm

家下川流域（家下川）
1,000年に１度程度の降雨

24 時間降雨量：836mm

鹿乗川流域（鹿乗川、西鹿乗川）
1,000年に１度程度の降雨

24 時間降雨量：836mm

計画規模

矢作川
150 年に１度程度の降雨

48 時間降雨量：321mm

乙川流域（乙川、伊賀川、山綱川、竜泉寺川、

鉢地川、男川、夏山川、乙女川、雨山川、鳥川）

100 年に１度程度の降雨

48 時間降雨量：388mm

矢作古川･広田川流域（広田川、安藤川、占部川、

砂川）

50 年に１度程度の降雨

24 時間降雨量：270mm

青木川流域（青木川、真福寺川） 24 時間降雨量：288mm

巴川流域（巴川、群界川） 24 時間降雨量：288mm

家下川流域（家下川） 24 時間降雨量：277mm

鹿乗川流域（鹿乗川、西鹿乗川）
30 年に１度程度の降雨

24 時間降雨量：277mm

資料：洪水浸水想定区域図（国土交通省中部地方整備局、愛知県）

岡崎市水害対応ガイドブック（令和５年３月）
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（２）災害ハザード情報の把握

水害（洪水）

(ｱ) 浸水想定区域（最大規模）

最大規模の洪水によって、居住誘導区域の５割以上で浸水が想定されています。このうち、

浸水深３ｍ以上（２階部分の浸水に相当）の区域は約４割となっています。

資料：洪水浸水想定区域図･浸水予想図（国土交通省 中部地方整備局、愛知県）

図 浸水想定区域（最大規模）

市街化区域 居住誘導区域

ha 割合 ha 割合

区域面積 5,956 － 5,004 －
浸水想定区域面積
（最大規模）

3,248 54.5% 2,708 54.1%

浸水深３ｍ以上の
区域面積

2,210 37.2% 1,912 38.2%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

最大浸水深（最大規模）

0.5ｍ未満の区域

0.5～３ｍ未満の区域

３～５ｍ未満の区域

５～10ｍ未満の区域

10～20ｍ未満の区域

20ｍ以上の区域
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(ｲ) 浸水想定区域（計画規模）

計画規模の洪水によって、居住誘導区域の約４割で浸水が想定されています。このうち、浸

水深３ｍ以上（２階部分に相当）の区域は約５％となっています。

資料：洪水浸水想定区域図･浸水予想図（国土交通省 中部地方整備局、愛知県）

図 浸水想定区域（計画規模）

市街化区域 居住誘導区域

ha 割合 ha 割合

区域面積 5,956 － 5,004 －
浸水想定区域面積
（計画規模）

2,373 39.8% 1,990 39.8%

浸水深３ｍ以上の
区域面積

269 4.5% 236 4.7%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

最大浸水深（計画規模）

0.5ｍ未満の区域

0.5～３ｍ未満の区域

３～５ｍ未満の区域

５～10ｍ未満の区域

10～20ｍ未満の区域
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【参考：浸水深と家屋等への被害の関係】

浸水による人的被害のリスクの程度

を、浸水深から検討することが考えられ

ます。一般的な家屋の２階が水没する浸

水深５ｍや、２階床下部分に相当する浸

水深３ｍを超えているかが一つの目安

となります。

資料：立地適正化計画作成の手引き

（令和４年４月改訂、国土交通省）
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(ｳ) 浸水想定区域（最大規模）と浸水想定区域（計画規模）の比較

居住誘導区域においては、浸水想定区域（最大規模）は浸水想定区域（計画規模）より約 700ha

大きくなっています。

資料：洪水浸水想定区域図･浸水予想図（国土交通省 中部地方整備局、愛知県）

図 最大規模と計画規模の浸水想定区域

市街化区域 居住誘導区域

ha 割合 ha 割合

区域面積 5,956 － 5,004 －
浸水想定区域面積
（最大規模）

＋ 3,248 54.5% 2,708 54.1%

浸水想定区域面積
（計画規模）

2,373 39.8% 1,990 39.8%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域
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(ｴ) 浸水継続時間（最大規模）

居住誘導区域内で浸水継続時間が３日以上となるエリアが大門駅から中岡崎駅周辺、六名駅

周辺、市南端部に分布しています。

資料：洪水浸水想定区域図･浸水予想図（国土交通省 中部地方整備局、愛知県）

図 浸水継続時間（最大規模）

居住誘導区域内で浸水継続時間

３日以上が想定されるエリア

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水継続時間（最大規模）

～12 時間

～24 時間（1 日間）

～72 時間（3 日間）

～168 時間（1 週間）

～336 時間（2 週間）
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(ｵ) 家屋倒壊等氾濫想定区域：氾濫流（最大規模）

河川が氾濫した際に、木造建物の倒壊等のおそれがある区域が居住誘導区域の広範囲に分布

しています。

資料：洪水浸水想定区域図･浸水予想図（国土交通省 中部地方整備局、愛知県）

図 家屋倒壊等氾濫想定区域：氾濫流（最大規模）

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

家屋倒壊等氾濫想定

区域（氾濫流）
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(ｶ) 家屋倒壊等氾濫想定区域：河岸浸食（最大規模）

各河川沿いにおいて、建物が立地する地盤の流出等が生じる河岸浸食の発生のおそれがある

区域が分布しています。

資料：洪水浸水想定区域図･浸水予想図（国土交通省 中部地方整備局、愛知県）

図 家屋倒壊等氾濫想定区域：河岸浸食（最大規模）

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

家屋倒壊等氾濫想定

区域（河岸浸食）
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水害（雨水出水）

(ｱ) 浸水実績：東海豪雨（平成 12 年９月）

市内に被害をもたらした平成 12 年９月の東海豪雨において、居住誘導区域内の 219ha で浸

水が発生しました。このうち床上浸水の区域は 64ha となっています。

資料：岡崎市わが街ガイド

図 浸水実績：東海豪雨（平成 12年９月）

床上･床下
浸水 床上浸水

ha ha 割合

東海豪雨による浸水実績 219 64 29.2%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

東海豪雨

床上浸水

床下浸水



13

防災指針

(ｲ) 浸水実績：平成 20 年８月末豪雨

市内に被害をもたらした平成 20 年８月末豪雨において、居住誘導区域内の 405ha で浸水が

発生しました。このうち床上浸水の区域は 73ha となっています。

資料：岡崎市わが街ガイド

図 浸水実績：平成 20年８月末豪雨

床上･床下
浸水 床上浸水

ha ha 割合

平成 20 年８月末豪雨によ
る浸水実績 405 73 18.0%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

平成 20 年８月末豪雨

床上浸水

床下浸水
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【参考：雨水出水（浸水実績）の把握に係る床上浸水の定義】

本市における雨水出水（浸水実績）の整理

では、0.45ｍを超過する浸水深を床上浸水

と定義しています。

資料：岡崎市浸水実績図（岡崎市 HP）



15

防災指針

土砂災害

(ｱ) 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）･土砂災害警戒区域（イエローゾーン）

市街化区域内において土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）や土砂災害警戒区域（イエローゾ

ーン）が分布しています。これらの区域は居住誘導区域から除外しています。

資料：マップあいち（令和５年３月時点）

図 土砂災害特別警戒区域･土砂災害警戒区域

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

土砂災害特別警戒区域

（レッドゾーン）

土砂災害警戒区域

（イエローゾーン）
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(ｲ) 急傾斜地崩壊危険区域

市街化区域内において急傾斜地崩壊危険区域が分布しています。これらの区域は居住誘導区

域から除外しています。

資料：マップあいち（令和５年３月時点）

図 急傾斜地崩壊危険区域

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

急傾斜地崩壊危険区域
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【参考：災害ハザード情報と開設される避難場所･避難所の関係】

資料：岡崎市地域防災計画（令和５年３月修正）

※浸水想定区域内に立地している避難場所･避難所は、河川の氾濫が最大規模と想定される場合は原則、開設し

ません。ただし、河川の氾濫が最大規模と想定されない場合や、河川の水位上昇が速く避難する時間がない

状況で近くの避難場所･避難所への避難によって命を守る行動をとることができると判断する場合などには

開設することもあります。

※避難場所：生命･身体の安全の確保を目的として緊急に避難する施設･場所

避 難 所：被災した住民が一定期間滞在する施設

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域（最大規模）
土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域
急傾斜地崩壊危険区域

避難場所･避難所
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防災指針

【参考：地震災害に関連するハザード情報（震度分布）】

資料：愛知県東海地震･東南海地震･南海地震等被害予測調査結果（平成 26 年５月）

※地震災害については、岡崎市防災都市づくり計画（平成 31 年 3月）において対策を示しています。

※最大想定モデルの地震（陸側ケース）※最大想定モデルの地震（陸側ケース）

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

計測震度

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強
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防災指針

【参考：地震災害に関連するハザード情報（液状化危険度）】

資料：愛知県東海地震･東南海地震･南海地震等被害予測調査結果（平成 26 年５月）

※地震災害については、岡崎市防災都市づくり計画（平成 31 年 3月）において対策を示しています。

※最大想定モデルの地震（陸側ケース）

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

液状化可能性

極めて高い

高い

低い

極めて低い

計算対象層なし

計算対象外
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防災指針

【参考：地震災害に関連するハザード情報（大規模盛土造成地）】

資料：岡崎市資料（令和３年９月時点）

※地震災害については、岡崎市防災都市づくり計画（平成 31 年 3月）において対策を示しています。

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

大規模盛土造成地
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防災指針

３ 災害リスクの分析

（１）災害リスク分析の考え方

検討に用いる災害ハザード

検討に用いる災害ハザード情報は、前節で把握した水害（洪水･雨水出水）及び土砂災害としま

す。また、災害リスク分析は、これらの災害ハザード情報と人口や建物の分布、各種施設の立地

状況等の都市情報を重ね合わせて実施します。なお、水害（洪水）については、発生頻度に応じ

た災害リスク分析を行うため、発生降雨確率に基づく２つのレベルの浸水想定区域（最大規模･

計画規模）を用います。

資料：洪水浸水想定区域図･浸水予想図（国土交通省 中部地方整備局、愛知県）

図 最大規模と計画規模の浸水想定区域（再掲）

市街化区域 居住誘導区域

ha 割合 ha 割合

区域面積 5,956 － 5,004 －
浸水想定区域面積
（最大規模） ＋

3,248 54.5% 2,708 54.1%

浸水想定区域面積
（計画規模）

2,373 39.8% 1,990 39.8%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域
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防災指針

災害リスク分析の検討ステップ

居住誘導区域を対象に、想定の発生降雨確率等に応じて、２つの段階で分析を行います。

第１段階では、「浸水想定区域（最大規模）、土砂災害のおそれのある区域」と「都市情報」

を重ね合わせることによって、災害リスクのある範囲を把握します。

また、第２段階では「浸水想定区域（計画規模）、雨水出水による浸水実績のある区域」と「避

難に関わる都市情報」を重ね合わせることによって、より発生頻度が高く、大きな被害が生じる

可能性があるエリアにおける避難に着目した分析を行います。

これらの分析結果を基に、居住誘導区域のあり方や、防災･減災上の課題を整理します。

なお、前節で把握した家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流･河岸浸食）は、浸水想定区域（最大規

模）に含まれるため、第１段階の分析における最大規模の洪水に含めて検討します。

図 検討ステップ

浸水想定区域（最大規模）や土砂災害のおそれのある区域

と都市情報の重ね合わせによる災害リスクの分析

災害ハザード情報

発生が想定される災害ハザード情報

・最大規模の洪水 ・土砂災害

都市情報

都市を構成する要素に関わる情報

浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による浸水実績のある区域

と都市情報の重ね合わせによる災害リスクの分析

災害ハザード情報

発生が想定される災害ハザード情報

・計画規模の洪水 ・雨水出水による浸水実績

都市情報

避難に関わる情報

災
害
リ
ス
ク
分
析
を
踏
ま
え
た
居
住
誘
導
区
域
の
あ
り
方
に
つ
い
て

居
住
誘
導
区
域
を
中
心
と
し
た
防
災･

減
災
上
の
課
題
の
整
理

防
災･

減
災
の
取
組
方
針

防
災･

減
災
の
取
組

より発生頻度の高い災害に着目

・人口 ・建物分布 ・都市機能増進施設

・人口 ・避難場所･避難所 ・要配慮者利用施設

Ｐ23～

Ｐ49 Ｐ51～ Ｐ60～ Ｐ63～

Ｐ42～
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防災指針

（２）浸水想定区域（最大規模）や土砂災害のおそれのある区域と都市情報の重ね合わせ

による災害リスクの分析

浸水想定区域（最大規模）や土砂災害のおそれのある区域と重ねる都市情報

浸水想定区域（最大規模）や土砂災害のおそれのある区域と都市情報（人口や建物、都市機能

増進施設）を重ね合わせることによって、災害リスクを把握します。

また、都市情報の人口と建物は主に居住者への影響を把握する視点で分析し、都市機能増進施

設は施設利用者や施設管理者への影響を把握する視点で分析を行います。

表 浸水想定区域（最大規模）と都市情報

災害ハザード情報 都市情報（都市を構成する要素） 対象

浸水想定区域

（最大規模）

× 人口 Ｐ25
居
住
者

× 建物 Ｐ26

×

都市機能増進施設

・医療施設 ・高齢者福祉施設

・子育て支援施設 ・教育施設

・文化･集会施設

・商業施設（スーパーマーケット等）

・業務施設（金融機関等）

・行政施設 ・にぎわい交流施設

Ｐ27

～

Ｐ35

施
設
利
用
者･

施
設
管
理
者

表 土砂災害のおそれのある区域と都市情報

災害ハザード情報 都市情報（都市を構成する要素） 対象

・土砂災害特別警戒区域

（レッドゾーン）

・土砂災害警戒区域

（イエローゾーン）

・急傾斜地崩壊危険区域

× 人口 Ｐ36
居
住
者

× 建物 Ｐ37

×

都市機能増進施設

・医療施設 ・高齢者福祉施設

・子育て支援施設 ・教育施設

・文化･集会施設

・商業施設（スーパーマーケット等）

・業務施設（金融機関等）

・行政施設 ・にぎわい交流施設

Ｐ38

～

Ｐ40

施
設
利
用
者･

施
設
管
理
者
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防災指針

【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】

施設 参照資料 担当課 時点

医療施設 医療施設 岡崎市資料 医療機関リスト 保健企画課 令和４年 10 月

高齢者

福祉施設

地域福祉センター 岡崎市 HP 高齢者･介護施設 地域福祉課 令和３年度

地域包括支援センター 岡崎市 HP
地域包括支援センターシ

ニアサポートセンター
長寿課 令和３年８月

通所系高齢者福祉施設 岡崎市資料 通所系サービス事業所一覧 介護保険課 令和４年 10 月

子育て

支援施設

総合子育て支援センター
岡崎市子育て

ハンドブック

岡崎市総合子育て

支援センター
こども育成課 令和４年５月

地区子育て支援センター
岡崎市子育て

ハンドブック
地区子育て支援センター こども育成課 令和４年５月

子育て広場
岡崎市子育て

ハンドブック
子育て広場 こども育成課 令和４年５月

つどいの広場
岡崎市子育て

ハンドブック
つどいの広場 こども育成課 令和４年５月

保育園
岡崎市子育て

ハンドブック
保育園一覧表 こども育成課 令和４年５月

幼稚園
岡崎市子育て

ハンドブック
幼稚園一覧表 こども育成課 令和４年５月

認定こども園
岡崎市子育て

ハンドブック
認定こども園一覧表 こども育成課 令和４年５月

教育施設

小学校 岡崎市 HP 岡崎市小学校一覧
教育委員会事務局

教育政策課
令和３年８月

中学校 岡崎市 HP 岡崎市中学校一覧
教育委員会事務局

教育政策課
令和４年５月

高等学校 岡崎市 HP 高等学校一覧 － 令和３年６月

大学･短期大学 岡崎市 HP 大学･短期大学一覧 － 令和３年５月

専修学校

文部科学省 HP
国公立専修学校

･各種学校
－ 令和３年５月

愛知県 HP
愛知県内の私立学校

･専修学校（名古屋市外）
－ 令和４年４月

研究施設
自然科学研究機構

HP
－ － 令和３年度

文化・

集会施設

美術館･博物館 岡崎市 HP 美術館･博物館 美術博物館 令和３年度

図書館 岡崎市 HP 図書館 中央図書館 令和３年度

ホール 岡崎市 HP ホール･文化館 － 令和３年度

商業施設

大型商業施設
全国大規模小売店

総覧 2022 年版
－ － 令和３年７月

最寄店舗（商店･コンビニ

エンスストア）
i タウンページ － － 令和３年度

業務施設

郵便局
日本郵政グループ

HP
－ － 令和３年度

銀行
各銀行 HP、

i タウンページ
－ － 令和３年度

行政施設

国の施設

日本年金機構 HP 岡崎年金事務所 － 令和３年度

岡崎市 HP 法務局所在地 － 令和３年度

岡崎市 HP 税務署所在地 － 令和３年度

岡崎市 HP 労働基準監督署所在地 － 令和３年度

岡崎市 HP 岡崎市公共職業安定所 － 令和３年度

県の施設 愛知県 HP 地域の県機関 － 令和２年 10 月

市の施設 岡崎市 HP 支所案内、支所設置条例 － 令和３年５月

にぎわい

交流施設

商業、飲食、集会、宿泊機能

等から構成される複合施設
岡崎市 HP － － 令和４年度
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防災指針

浸水想定区域（最大規模）と都市情報の重ね合わせ

(ｱ) 浸水想定区域（最大規模）と人口の重ね合わせ

居住誘導区域内の人口の約６割にあたる約 20 万人が浸水想定区域（最大規模）に居住して

います。

資料：国勢調査（令和２年）

図 浸水想定区域（最大規模）と人口分布

市街化
区域

居住誘導
区域

浸水想定区域
（最大規模）

人 人 人 割合

人口 336,345 327,511 202,019 61.7%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域

（最大規模）

人口密度

0 人/ha

0～20 人/ha 未満

20～40 人/ha 未満

40～60 人/ha 未満

60～80 人/ha 未満

80 人/ha 以上
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防災指針

(ｲ) 浸水想定区域（最大規模）と建物の重ね合わせ

居住誘導区域内の建物の約５割が浸水想定区域（最大規模）に立地しています。なお、下図

は市街化区域の建物を浸水想定区域（最大規模）の内外によって表示を区分しています。

資料：都市計画基礎調査（令和４年）

図 浸水想定区域（最大規模）と建物分布

市街化
区域

居住誘導
区域

浸水想定区域
（最大規模）

棟 棟 棟 割合

建物棟数 180,390 168,550 91,157 54.1%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域

（最大規模）

建物

浸水想定区域内

浸水想定区域外
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防災指針

(ｳ) 浸水想定区域（最大規模）と医療施設の重ね合わせ

居住誘導区域内の医療施設の約６割が浸水想定区域（最大規模）に立地しています。なお、

下図は立地施設を浸水想定区域（最大規模）の内外によって表示を区分しています。

※施設の出典はＰ24 の【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】に記載

図 浸水想定区域（最大規模）と医療施設の分布

市街化
区域

居住誘導
区域

浸水想定区域
（最大規模）

施設 施設 施設 割合

医療施設 128 126 78 61.9%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域

（最大規模）

医療施設

浸水想定区域内

中小規模な病院

診療所

浸水想定区域外

大規模な病院

中小規模な病院

診療所
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防災指針

(ｴ) 浸水想定区域（最大規模）と高齢者福祉施設の重ね合わせ

居住誘導区域内の高齢者福祉施設の約５割が浸水想定区域（最大規模）に立地しています。

なお、下図は立地施設を浸水想定区域（最大規模）の内外によって表示を区分しています。

※施設の出典はＰ24 の【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】に記載

図 浸水想定区域（最大規模）と高齢者福祉施設の分布

市街化
区域

居住誘導
区域

浸水想定区域
（最大規模）

施設 施設 施設 割合

高齢者福祉施設 125 117 60 51.3%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域

（最大規模）

高齢者福祉施設

浸水想定区域内
地域福祉センター、

地域包括支援センター

通所系高齢者福祉施設

浸水想定区域外
地域福祉センター、

地域包括支援センター

通所系高齢者福祉施設
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防災指針

(ｵ) 浸水想定区域（最大規模）と子育て支援施設の重ね合わせ

居住誘導区域内の子育て支援施設の約６割が浸水想定区域（最大規模）に立地しています。

なお、下図は立地施設を浸水想定区域（最大規模）の内外によって表示を区分しています。

※施設の出典はＰ24 の【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】に記載

図 浸水想定区域（最大規模）と子育て支援施設の分布

市街化
区域

居住誘導
区域

浸水想定区域
（最大規模）

施設 施設 施設 割合

子育て支援施設 62 60 36 60.0%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域

（最大規模）

子育て支援施設

浸水想定区域内

総合子育て支援センター

地区子育て支援センター、

子育て広場、つどいの広場

保育園、幼稚園、

認定こども園

浸水想定区域外
地区子育て支援センター、

子育て広場、つどいの広場

保育園、幼稚園、

認定こども園
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防災指針

(ｶ) 浸水想定区域（最大規模）と教育施設の重ね合わせ

居住誘導区域内の教育施設の約５割が浸水想定区域（最大規模）に立地しています。なお、

下図は立地施設を浸水想定区域（最大規模）の内外によって表示を区分しています。

※施設の出典はＰ24 の【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】に記載

図 浸水想定区域（最大規模）と教育施設の分布

市街化
区域

居住誘導
区域

浸水想定区域
（最大規模）

施設 施設 施設 割合

教育施設 68 67 32 47.8%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域

（最大規模）

教育施設

浸水想定区域内

大学、短期大学、専修学校

小学校、中学校、高等学校

浸水想定区域外

大学、短期大学、専修学校

小学校、中学校、高等学校

研究施設
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防災指針

(ｷ) 浸水想定区域（最大規模）と文化･集会施設の重ね合わせ

居住誘導区域内の文化･集会施設の約７割が浸水想定区域（最大規模）に立地しています。な

お、下図は立地施設を浸水想定区域（最大規模）の内外によって表示を区分しています。

※施設の出典はＰ24 の【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】に記載

図 浸水想定区域（最大規模）と文化・集会施設の分布

市街化
区域

居住誘導
区域

浸水想定区域
（最大規模）

施設 施設 施設 割合

文化・集会施設 6 6 4 66.7%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域

（最大規模）

文化・集会施設

浸水想定区域内

美術館・博物館、図書館

浸水想定区域外

美術館・博物館、図書館
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防災指針

(ｸ) 浸水想定区域（最大規模）と商業施設（スーパーマーケット等）の重ね合わせ

居住誘導区域内の商業施設の約７割が浸水想定区域（最大規模）に立地しています。なお、

下図は立地施設を浸水想定区域（最大規模）の内外によって表示を区分しています。

※施設の出典はＰ24 の【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】に記載

図 浸水想定区域（最大規模）と商業施設（スーパーマーケット等）の分布

市街化
区域

居住誘導
区域

浸水想定区域
（最大規模）

施設 施設 施設 割合

商業施設 263 247 174 70.4%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域

（最大規模）

商業施設

（スーパーマーケット等）

浸水想定区域内

10,000 ㎡以上のスーパー

3,000～10,000 ㎡のスーパー

最寄店

浸水想定区域外

10,000 ㎡以上のスーパー

3,000～10,000 ㎡のスーパー

最寄店
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防災指針

(ｹ) 浸水想定区域（最大規模）と業務施設（金融機関等）の重ね合わせ

居住誘導区域内の業務施設の約７割が浸水想定区域（最大規模）に立地しています。なお、

下図は立地施設を浸水想定区域（最大規模）の内外によって表示を区分しています。

※施設の出典はＰ24 の【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】に記載

図 浸水想定区域（最大規模）と業務施設（金融機関等）の分布

市街化
区域

居住誘導
区域

浸水想定区域
（最大規模）

施設 施設 施設 割合

業務施設 124 122 85 69.7%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域

（最大規模）

業務施設（金融機関等）

浸水想定区域内

金融機関・郵便局

浸水想定区域外

金融機関・郵便局
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防災指針

(ｺ) 浸水想定区域（最大規模）と行政施設の重ね合わせ

居住誘導区域内の行政施設の約９割が浸水想定区域（最大規模）に立地しています。なお、

下図は立地施設を浸水想定区域（最大規模）の内外によって表示を区分しています。

※施設の出典Ｐ24 の【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】に記載

図 浸水想定区域（最大規模）と行政施設の分布

市街化
区域

居住誘導
区域

浸水想定区域
（最大規模）

施設 施設 施設 割合

行政施設 17 17 15 88.2%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域

（最大規模）

行政施設

浸水想定区域内

国・県施設、市役所

支所

浸水想定区域外

国・県施設、市役所

支所
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防災指針

(ｻ) 浸水想定区域（最大規模）とにぎわい交流施設の重ね合わせ

にぎわい交流施設の２箇所は、ともに浸水想定区域（最大規模）に立地しています。なお、

下図は立地施設を浸水想定区域（最大規模）の内外によって表示を区分しています。

※施設の出典はＰ24 の【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】に記載

図 浸水想定区域（最大規模）とにぎわい交流施設の分布

市街化
区域

居住誘導
区域

浸水想定区域
（最大規模）

施設 施設 施設 割合

にぎわい交流施設 2 2 2 100%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域

（最大規模）

にぎわい交流施設

浸水想定区域内
にぎわいや交流をもたらす

複合施設
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防災指針

土砂災害のおそれのある区域と都市情報の重ね合わせ

(ｱ) 土砂災害のおそれのある区域と人口の重ね合わせ

市街化区域内の土砂災害のおそれのある区域に約 1.5 万人が居住しています。なお、下図は

土砂災害のおそれのある区域に該当するエリアの人口を示しています。

資料：国勢調査（令和２年）

図 土砂災害のおそれのある区域の人口分布

市街化
区域 土砂災害

人 人 割合

人口 336,345 15,241 4.5%

凡 例

市街化区域

土砂災害警戒区域、

土砂災害特別警戒区域、
急傾斜地崩壊危険区域

人口密度

0 人/ha

0～20 人/ha 未満

20～40 人/ha 未満

40～60 人/ha 未満

60～80 人/ha 未満

80 人/ha 以上
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防災指針

(ｲ) 土砂災害のおそれのある区域と建物の重ね合わせ

市街化区域内の土砂災害のおそれのある区域に約 2,000 棟の建物が立地しています。なお、

下図は市街化区域内において土砂災害のおそれのある区域に該当する建物を示しています。

資料：都市計画基礎調査（令和４年）

図 土砂災害のおそれのある区域の建物分布

市街化
区域

土砂災害の
おそれのある区域

棟 棟 割合

建物棟数 180,390 2,110 1.2%

凡 例

市街化区域

土砂災害警戒区域、
土砂災害特別警戒区域、

急傾斜地崩壊危険区域

土砂災害区域内の建物
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防災指針

(ｳ) 土砂災害のおそれのある区域と都市機能増進施設（医療施設、高齢者福祉施設、子育て支援施設）の重ね合わせ

市街化区域内の土砂災害のおそれのある区域に医療施設が２施設、高齢者福祉施設が４施設、

子育て支援施設が４施設立地しています。なお、下図は土砂災害のおそれのある区域に該当す

る施設を示しています。

※施設の出典はＰ24 の【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】に記載

図 土砂災害のおそれのある区域の都市機能増進施設（医療施設、高齢者福祉施設、子育て支援施設）の分布

市街化
区域

土砂災害の
おそれのある区域

施設 施設 割合

医療施設 128 2 1.6%

高齢者福祉施設 125 4 3.2%

子育て支援施設 62 4 6.5%

凡 例

市街化区域

土砂災害警戒区域、
土砂災害特別警戒区域、
急傾斜地崩壊危険区域

医療施設

中小規模な病院

診療所

高齢者福祉施設
地域福祉センター、

地域包括支援センター

通所系高齢者福祉施設

子育て支援施設
地区子育て支援センター、

子育て広場、つどいの広場

保育園、幼稚園、

認定こども園
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防災指針

(ｴ) 土砂災害のおそれのある区域と都市機能増進施設（教育施設、文化･集会施設、行政施設）の重ね合わせ

市街化区域内の土砂災害のおそれのある区域に教育施設が 11 施設立地しています。文化・

集会施設、行政施設は該当していません。なお、下図は土砂災害のおそれのある区域に該当す

る施設を示しています。

※施設の出典はＰ24 の【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】に記載

図 土砂災害のおそれのある区域の都市機能増進施設（教育施設、文化･集会施設、行政施設）の分布

市街化
区域

土砂災害の
おそれのある区域

施設 施設 割合

教育施設 68 11 16.2%

文化・集会施設 6 0 0%

行政施設 17 0 0%

凡 例

市街化区域

土砂災害警戒区域、
土砂災害特別警戒区域、

急傾斜地崩壊危険区域

教育施設

大学、短期大学、専修大学

小学校、中学校、高等学校

研究施設

文化・集会施設

該当施設なし

行政施設

該当施設なし
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防災指針

(ｵ) 土砂災害のおそれのある区域と都市機能増進施設（商業施設、業務施設、にぎわい交流施設）の重ね合わせ

市街化区域内の土砂災害のおそれのある区域に商業施設が３施設、業務施設が１施設立地し

ています。にぎわい交流施設は該当していません。なお、下図は土砂災害のおそれのある区域

に該当する施設を示しています。

※施設の出典はＰ24 の【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】に記載

図 土砂災害のおそれのある区域の都市機能増進施設（商業施設、業務施設、にぎわい交流施設）の分布

市街化
区域

土砂災害の
おそれのある区域

施設 施設 割合

商業施設 263 3 1.1%

業務施設 124 1 0.8%

にぎわい交流施設 2 0 0%

凡 例

市街化区域

土砂災害警戒区域、
土砂災害特別警戒区域、

急傾斜地崩壊危険区域

商業施設

（スーパーマーケット等）

最寄店

業務施設（金融機関等）

金融機関・郵便局

にぎわい交流施設

該当施設なし
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防災指針

浸水想定区域（最大規模）と土砂災害のおそれのある区域における災害リスクの

分析結果まとめ

浸水想定区域（最大規模）と土砂災害のおそれのある区域と都市情報（人口や建物、都市機

能増進施設）の重ね合わせによる災害リスクの分析結果は以下のとおりです。

【浸水想定区域（最大規模）】

・最大規模の洪水は、1,000 年に１度程度の降雨を想定したものであり、発生した場合には

浸水が広範囲に及びます。

・最大規模の浸水想定区域には、居住誘導区域内人口の約６割が居住しているほか、約５割

の建物が立地しています。また、多くの都市機能増進施設が立地しています。こうした、

市民の生活を支えるエリアの広範囲で浸水が想定されています。

【土砂災害のおそれのある区域】

・居住誘導区域からは除外していますが、市街化区域内の土砂災害のおそれのある区域に

約 1.5 万人が居住しているほか、約 2,000 棟の建物が立地しています。また、都市機能

増進施設が複数立地しています。
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防災指針

（３）浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による浸水実績のある区域と都市情報の

重ね合わせによる災害リスクの分析

浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による浸水実績のある区域と重ねる都市情報

前項の浸水想定区域（最大規模）における災害リスク分析により、洪水が発生した場合、居住

誘導区域内人口の約６割、建物の約５割に影響が及ぶ可能性があることが明らかになりました。

本項では、浸水想定区域（最大規模）より発生頻度が高い災害ハザードである浸水想定区域（計

画規模）や雨水出水による浸水実績のある区域と、都市情報（人口や避難場所･避難所等）を重ね

合わせた分析を行います。

なお、浸水想定区域（計画規模）については、垂直避難が困難となる可能性が高まる２階部分

の浸水に相当する浸水深３ｍ以上の区域を、雨水出水による浸水実績については、床上浸水の区

域を、浸水想定区域（最大規模）と比較して発生頻度が高く、大きな被害が生じる可能性がある

区域と捉えて分析を行います。

表 浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による浸水実績のある区域と都市情報

災害ハザード情報
都市情報

（避難に関わる情報）
把握の視点

・浸水想定区域（計画規模）

で３ｍ以上の浸水が

想定されている区域

・雨水出水による

床上浸水実績のある区域

× 人口 Ｐ43

洪水時に浸水想定区域外へ

の避難が求められる人口を

把握

× 避難場所･避難所 Ｐ44

洪水時に開設される水害の

おそれが少ない避難場所･

避難所の立地状況を把握

×

要配慮者利用施設

【通所系】

・医療施設

・高齢者福祉施設

・子育て支援施設

・障がい者福祉施設※１

Ｐ46

円滑かつ迅速な避難の確保

が特に必要となる施設の立

地状況を把握
要配慮者利用施設

【入所系】

・高齢者福祉施設※２

・障がい者福祉施設※３

Ｐ47

※１：通所系障がい者福祉施設（就労系･生活介護事業所、療養介護事業所、自立訓練事業所、児童発達支援・放課

後等デイサービス、医療型児童発達支援）

※２：入所系高齢者福祉施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム、認知症高

齢者グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅）

※３：入所系障がい者福祉施設（訪問系サービス事業所、短期入所事業所、居住支援・共同生活援助、自立生活援

助事業所、相談支援事業所）

資料：岡崎市社会福祉協議会
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防災指針

浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による床上浸水実績のある区域と都市情報の重ね合わせ

(ｱ) 浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による床上浸水実績のある区域と人口の重ね合わせ

居住誘導区域内の人口の約２割にあたる約７万人が浸水想定区域（計画規模で浸水深３ｍ以

上）や雨水出水による床上浸水実績のある区域に居住しています。

資料：国勢調査（令和２年度）

図 浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による床上浸水実績のある区域における人口分布

居住誘導
区域

浸水想定区域（計画規模）や

雨水出水による床上浸水実績のある区域

人 人 割合

人口 327,511 73,715 22.5%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域

（計画規模：浸水深３ｍ以上）

床上浸水実績

人口密度

0 人/ha

0～20 人/ha 未満

20～40 人/ha 未満

40～60 人/ha 未満

60～80 人/ha 未満

80 人/ha 以上
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防災指針

(ｲ) 浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による床上浸水実績のある区域と避難場所･避難所の重ね合わせ

水害のおそれが少ない避難場所･避難所への徒歩による避難可能圏域（次頁参照）を重ね合わ

せます。居住誘導区域において、浸水想定区域（計画規模で浸水深３ｍ以上）や雨水出水によ

る床上浸水実績のある区域のうち、約３割が徒歩による避難可能圏域に含まれません。

資料：岡崎市地域防災計画（令和５年３月修正）

図 浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による床上浸水実績のある区域から避難場所･避難所への避難可能圏域

ha 割合

ａ．居住誘導区域 5,004 ―

ｂ．計画規模で浸水深３ｍ以上や雨水出水

による床上浸水実績のある区域
329

6.6％

（ｂ/ａ）

ｃ．避難場所･避難所への避難可能圏域

のカバー面積
232

70.6%

（ｃ/ｂ）

凡 例

市街化区域

居住誘導区域
浸水想定区域

（計画規模：浸水深３ｍ以上）

浸水想定区域

（計画規模：浸水深３ｍ以上、

避難可能圏域外）

床上浸水実績

床上浸水実績

（避難可能圏域外）

避難場所・避難所
水害のおそれが少ない

避難場所・避難所

※浸水想定区域内に立地している避難場所･避難所は、河川の氾濫が最大規模と想
定される場合は原則、開設しません。ただし、河川の氾濫が最大規模と想定されな
い場合や、河川の水位上昇が速く避難する時間がない状況で近くの避難場所･避
難所への避難によって命を守る行動をとることができると判断する場合などには開設
することもあります。

※避難場所:生命･身体の安全の確保を目的として緊急に避難する施設･場所
避 難 所:被災した住民が一定期間滞在する施設
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【参考：徒歩による避難可能圏域の設定】

防災公園の計画･設計･管理運営ガイドライン（改訂第２

版、国土交通省 国土技術政策総合研究所、平成 29 年）を参

考に、徒歩による避難可能距離を２km とします。

避難経路の屈曲を考慮し、２㎞を道のりと捉え、避難場所･

避難所へ避難可能な範囲を 1.4km と設定します。
避難場所
避難所

歩行距離

１km

直線距離

1.4km 歩行距離
１km

防災公園の計画･設計･管理運営ガイドライン（改訂第２版）における記述

一般の歩行距離はおおむね４km/時前後であるが、高齢者や子ども等、さらに非常時で

あることを勘案すると、非常時の速度は半分の２km/時程度と考えられる。したがって、避

難時間１時間程度の避難距離は２km 程度となる。また、東京消防庁の調査によると、歩行

限界距離は高齢者、子どもで約２km とされている。
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(ｳ) 浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による床上浸水実績のある区域と要配慮者利用施設との重ね合わせ

通所系施設

居住誘導区域において、浸水想定区域（計画規模で浸水深３ｍ以上）や雨水出水による床上

浸水実績のある区域に通所系の要配慮者利用施設が 63 箇所立地しています。

※施設の出典はＰ24 の【参考：都市機能増進施設の更新にあたっての参照資料等】及びＰ42 に記載

図 浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による床上浸水実績のある区域における要配慮者利用施設（通所系）の分布

居住誘導
区域

浸水想定区域（計画規模）
や雨水出水による

床上浸水実績のある区域

箇所 箇所 割合

医療施設 126 22 17.5%

高齢者福祉施設 117 12 10.3%

子育て支援施設 60 7 11.7%

障がい者福祉施設 144 22 15.3%

計 447 63 14.1%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域
浸水想定区域
（計画規模：浸水深３ｍ以上）

床上浸水実績

要配慮者施設（通所系）

医療施設

高齢者福祉施設

子育て支援施設

障がい者福祉施設

医療施設

高齢者福祉施設

子育て支援施設

障がい者福祉施設
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入所系施設

居住誘導区域において、浸水想定区域（計画規模で浸水深３ｍ以上）や雨水出水による床上

浸水実績のある区域に入所系の要配慮者利用施設が 13 箇所立地しています。

※施設の出典はＰ42 に記載

図 浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による床上浸水実績のある区域における要配慮者利用施設（入所系）の分布

居住誘導

区域

浸水想定区域（計画規模）

や雨水出水による

床上浸水実績のある区域

箇所 箇所 割合

高齢者福祉施設 60 5 8.3%

障がい者福祉施設 109 8 7.3%

計 169 13 7.7%

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

浸水想定区域
（計画規模：浸水深３ｍ以上）

床上浸水実績

要配慮者施設（入所系）

浸水想定区域（計画規模）や雨水出水

による床上浸水実績のある区域内

高齢者福祉施設

障がい者福祉施設

浸水想定区域（計画規模）や雨水出水

による床上浸水実績のある区域外

高齢者福祉施設

障がい者福祉施設
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浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による浸水実績のある区域における

災害リスクの分析結果まとめ

浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による浸水実績のある区域と、都市情報（人口や避難場

所･避難所等）の重ね合わせによる災害リスクの分析結果は以下のとおりです。

【浸水想定区域（計画規模）･雨水出水による浸水実績のある区域】

・浸水想定区域（計画規模で浸水深３ｍ以上）や雨水出水による床上浸水実績のある区域に

居住誘導区域内の人口の約２割が居住しています。

・居住誘導区域内で浸水想定区域（計画規模で浸水深３ｍ以上）や雨水出水による床上浸水

実績のある区域のうち、約３割が水害のおそれが少ない避難場所･避難所への徒歩による避

難可能圏域（Ｐ45 参照）に含まれていません。

・居住誘導区域内の浸水想定区域（計画規模で浸水深３ｍ以上）や雨水出水による床上浸水

実績のある区域において、避難時に介助等が必要と想定される要配慮者等が利用する施設

が通所系で 63 箇所、入所系で 13箇所立地しています。
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（４）災害リスク分析を踏まえた居住誘導区域のあり方について

前節までに整理した災害リスク分析から、土砂災害リスクのある区域は居住誘導区域から除外

しましたが、水害リスクは存在していることが確認されました。この分析結果を踏まえ、本市に

おける居住誘導区域のあり方を以下のとおり整理します。

居住誘導区域と水害について

居住誘導区域には、長い歴史をかけて作り上げられてきた既成市街地の多くが含まれてお

り、居住誘導区域から浸水想定区域を除外して今後のまちづくりを進めることは現実的では

ありません。また、居住誘導区域内から水害リスクを完全に取り除くことについても、ハード

対策に要する時間や費用の面から考えると現実的ではありません。

そのような中でも、水害リスクが存在することを前提に、市民の生命･身体を守るためのソ

フト対策を中心としつつ、特に計画規模の洪水や雨水出水による浸水に対してはハード対策

を組み合わせた対策を進め、リスク軽減を図ることは可能です。

＜浸水想定区域（最大規模）を踏まえた分析より＞

1,000 年に１度程度の降雨を想定した最大規模の洪水では、居住誘導区域の５割以上の広範

囲で浸水が想定され、浸水想定区域内には約 20 万人が居住しているほか、約９万棟の建物が

立地し、市民の生活を支える様々な施設も含まれています。

＜浸水想定区域（計画規模）や雨水出水による床上浸水実績のある区域を踏まえた分析より＞

最大規模と比較して発生頻度の高い計画規模の洪水については、最大規模ほどの浸水区域や

浸水深は想定されていないものの、居住誘導区域の約４割が浸水することが想定されていま

す。また、２階部分の浸水に相当する浸水深３ｍ以上となる区域や雨水出水による床上浸水実

績のある区域内には約７万人が居住しています。

水害リスク分析を踏まえた居住誘導区域のあり方

居住誘導区域から浸水想定区域を除外せず、

リスクの軽減を図り、まちづくりを進める。
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【参考：新たなステージに対応した防災・減災のあり方（平成 27年１月、国土交通省公表）】

○最大クラスの大雨等に対して施設で守りきるのは、財政的にも、社会環境・自然環境の面か

らも現実的ではない。

○「比較的発生頻度の高い降雨等」に対しては、施設によって防御することを基本とするが、

それを超える降雨等に対しては、ある程度の被害が発生しても、「少なくとも命を守り、社

会経済に対して壊滅的な被害が発生しない」ことを目標とし、危機感を共有して社会全体で

対応することが必要である。
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（５）居住誘導区域を中⼼とした防災･減災上の課題の整理

防災･減災上の課題の整理

前節までの災害リスクの把握及び分析、また、居住誘導区域のあり方についての考え方を踏ま

え、防災･減災上の課題を水害と土砂災害に分類して以下に整理します。

表 防災･減災に係る課題

最大規模の洪水

課題１-１ 居住者等の生命･身体を守る避難の必要性

居住誘導区域の広範囲が浸水し、居住誘導区域内の人口の約６割にあたる約 20 万人が居住

しているほか、建物の約５割にあたる約９万棟が立地しています。膨大な数の居住者等の生

命･身体を守る避難を実現することが必要です。

課題１-２ 施設利用者の安全確保の必要性

行政施設の約９割をはじめ、浸水想定区域内に市民の生活を支える施設の多くが立地して

います。施設管理者はこれらの施設の安全性を高めるとともに、災害時に施設利用者の安全確

保を図ることが必要です。

計画規模の洪水、雨水出水による浸水実績

課題２-１ ソフト＋ハードによる災害リスク軽減の必要性

浸水想定区域（計画規模で浸水深３ｍ以上）や雨水出水による床上浸水実績のある区域に約

７万人が居住しているほか、要配慮者等が利用する施設が立地しています。避難等のソフト対

策と平成 20 年８月末豪雨以降に実施している事業をはじめとしたハード対策を組み合わせ、

災害リスクの軽減を図ることが必要です。

課題２-２ 浸水開始前の避難の必要性

当該区域においては、浸水想定区域内に留まった場合に生命･身体に危険が及ぶ可能性が高

まると予想されます。避難先の確保を含め、浸水開始前の避難を実現する対策が必要です。

土砂災害

課題３ 区域内の居住者の安全確保の必要性

土砂災害による被害が生じるおそれがある区域は居住誘導区域から除外しますが、現状に

おいて住宅や施設等が立地しており、約 1.5 万人が居住しています。避難等のソフト対策と土

砂災害の発生を抑制するハード対策によって、災害リスクの軽減を図ることが必要です。
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図 想定される水害の規模と防災･減災に係る課題の関係

浸水想定区域「最大規模」

⇒ 「課題１-１･課題１-２」に該当

浸水想定区域「計画規模」や

「雨水出水による浸水実績」のある区域

⇒ 「課題２-１・課題２-２」に該当
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都市要素の集積度が高く災害リスクの高いエリアの把握

人口や各種の施設等の都市要素が集積するエリアは、発災時の被害の甚大化が懸念されます。

こうしたエリアの災害リスクを整理することによって、居住誘導区域において、先行して対策を

講じることが求められるエリアを把握します。

(ｱ) 都市要素の把握

居住誘導区域の中でも先行して対策を講じることが求められるエリアを把握する観点から

以下の都市要素を把握します。

表 把握する都市要素（１/２）

都市要素 把握の視点

１）都市拠点

準都市拠点

地域拠点

・岡崎市都市計画マスタープランにおける都市拠点･準都市拠点･地域

拠点の区域

２）良好な都市基盤が

整備されている

（または整備され

る予定のある）

エリア

・居住等の主な受け皿となる、良好な都市基盤が整備されている、ま

たは整備が進められている区域（土地区画整理事業、住居系の地区

計画によって一定の都市基盤が整っている、または整う予定の区域）

３）人口密度の高い

エリア

・平成 27年の国勢調査から、本計画の目標値である人口密度 95人/ha

以上のメッシュを把握

・ただし、95人/ha は非住宅用地を除く人口密度であるため、現行計画

の考え方を参考に、非住宅用地を含む人口密度を80人/haとして

メッシュを把握（以下の記述）

４）鉄道駅

バス停徒歩圏

・本計画を踏襲した、鉄道駅から 800ｍ圏、バス停から 300ｍ圏の

エリア

※本計画（資料Ｐ40）における記述
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表 把握する都市要素（２/２）

都市要素 把握の視点

５）生活利便性の

高いエリア

・都市機能増進施設（広域機能、中域生活機能、狭域生活機能、公的

生活機能、にぎわい交流施設）に位置づけられる施設が徒歩圏内に立

地し、生活利便性の高いエリア

・以下の９種類の施設のうち、５種類以上の施設の徒歩圏に該当する

メッシュを生活利便性の高いエリアとして把握

都市機能増進施設の分類 徒歩圏

ⅰ.医療施設 800ｍ

ⅱ.高齢者福祉施設 500ｍ

ⅲ.子育て支援施設 500ｍ

ⅳ.教育施設 小学校:500ｍ、その他:1,000ｍ

ⅴ.文化･集会施設 800ｍ

ⅵ.商業施設（スーパーマーケット等） 800ｍ

ⅶ.業務施設（金融機関等） 800ｍ

ⅷ.行政施設 800ｍ

ⅸ.にぎわい交流施設 800ｍ
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(ｲ) 都市要素の集積度が高いエリア

前述の５項目の都市要素を重ね合わせた結果、居住誘導区域内で都市要素の集積度が高いエ

リアが分布しており、４つ以上の都市要素が重なるメッシュが居住誘導区域内に分布していま

す。特に５つの都市要素が重なるメッシュは、鉄道駅やバスターミナル周辺をはじめとしたエ

リア（東岡崎駅周辺、岡崎駅周辺、大樹寺バスターミナル周辺、岩津支所周辺、矢作橋駅周辺、

美合駅周辺）に分布しています。

一方で、鉄道駅からの距離が遠いエリアで都市要素の集積度が低いメッシュが分布している

ほか、鉄道駅周辺であっても市東部の藤川駅、名電山中駅、市西部の宇頭駅、市北部の北野桝

塚駅周辺で都市要素の集積度が比較的低くなっています。

本検討においては、以下の考え方により４つ以上の都市要素が重なるメッシュを都市要素の

集積度の高いエリアとして整理します。

【参考：都市要素の集積度の把握方法】

【４つ以上の都市要素が重なる場合を集積度が高いエリアとして捉える考え方】

多くの都市要素が重なるエリアは、発災時の人的、物的な影響が大きく、被害の甚大化

が懸念されるため、先行して対策を講じることが求められるエリアとして整理します。

整理にあたり、市内において、都市

要素の集積度が高く、災害時の影響が

大きくなることが懸念されるエリア

を把握する観点から、重なる都市要素

の数ごとの構成割合において上位２

割に該当する４つ以上のエリアに着

目します。

表 居住誘導区域内において重なる都市要素

の数ごとのメッシュの構成割合
重なる

都市要素の数
居住誘導区域

メッシュ数 構成割合

０ 157 2.8%

１ 894 16.1%

２ 1,730 31.2%

３ 1,669 30.1%

４ 946 17.0%

５ 157 2.8%

計 5,553 －

約８割

約２割

市域を 100ｍメッシュで区分した

上で、計画等による各種の区域や施

設からの徒歩圏に含まれるエリア

が当該メッシュに含まれるかを把

握します。

なお、次項に掲載する図について

は、該当するメッシュのみを示して

います。

100m メッシュ

図 把握する際のイメージ

エリア外

対象施設

都市要素が

集積している

エリア
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図 都市要素の集積度

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

都市要素の集積度

１

２

３

４ 都市要素の

集積度が高い５
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(ｳ) 都市要素の集積度が高いエリアと災害リスクの重ね合わせ

市内において都市要素の集積度が高いエリアと災害ハザード情報の関係を把握するため、前

述の４つ以上の都市要素が重なる区域と水害（洪水や雨水出水）に係る災害ハザード情報を重

ね合わせます。

都市要素の集積度と重ね合わせる災害ハザード情報

本検討においては、より災害リスクの高いエリアを把握する観点から、前述で発生頻度の高

い水害ハザードとして把握した浸水想定区域（計画規模で浸水深３ｍ以上）や雨水出水による

床上浸水実績のある区域を用います。

表 都市要素の集積度の高いエリアと重ね合わせる災害ハザード情報

対象 重ねる災害ハザード情報 備考

都市要素の集積度

の高いエリア

×
浸水想定区域

（計画規模で浸水深３ｍ以上）
Ｐ58

２階部分が浸水し、垂直避

難が困難となる区域

×
雨水出水による床上浸水実績

のある区域
Ｐ59

東海豪雨、平成 20 年８月末

豪雨によって床上浸水の被

害を受けた区域

都市要素の集積度が高く、災害リスクの高いエリア

浸水想定区域（計画規模で浸水深３ｍ以上）が各河川沿いに分布しており、部分的に都市要

素の集積度が高いエリアと重複しています。また、雨水出水による床上浸水実績のある区域に

ついては、都市要素の集積度の高いエリアとの重複は限定的となっています。

特に、矢作川と乙川の合流部周辺では、浸水想定区域（計画規模で浸水深３ｍ以上）と都市

要素の集積度の高いエリアが面的に重複しているほか、一部は雨水出水による床上浸水実績も

あります。

以上を踏まえ、都市要素の集積度が高く、水害に対する災害リスクが高いエリアを「先行し

た対策の検討が求められるエリア」として把握します。
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図 都市要素の集積度の高いエリアと浸水想定区域（計画規模で浸水深３ｍ以上）の重ね合わせ

拡大図

※浸水深３ｍ以上の区域に

該当するメッシュを表示

先行した対策の検討が求められるエリア

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

計画規模

（浸水深３ｍ以上）

都市構造上の重要度

4

5
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図 都市要素の集積度の高いエリアと雨水出水による床上浸水実績のある区域の重ね合わせ

拡大図

※床上浸水の区域に該当
するメッシュを表示

先行した対策の検討が求められるエリア

凡 例

市街化区域

居住誘導区域

床上浸水実績

都市要素の集積度

4

5
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４ 防災･減災の取組方針

（１）防災･減災まちづくりの将来像

本市では、最大規模の洪水で居住誘導区域の５割以上にあたる広い範囲で浸水が想定されてお

り、この区域には約 20 万人が居住しており、都市機能増進施設等の市民生活を支える様々な施

設が立地しています。このような災害リスクを有する中で、都市が形成され、発展してきた歴史

があります。

想定される災害による被害を全て防止することは困難ですが、ハード対策とソフト対策の両面

から防災･減災の取組を実施することによって、災害リスクを可能な限り小さくすることが重要

です。

また、都市計画マスタープランの都市像の１つに「安全安心に暮らせる都市」を掲げ、市民や

事業者と行政が一体となって防災力の強化を図ることを目標としているほか、本計画の基本方針

に「災害に対して安全安心な生活を維持する」「地域での助け合い･支え合いの礎となるコミュニ

ティを維持する」を掲げています。このことから、安全･安心の創出には、行政のみならず、市民

や事業者との連携が不可欠です。

以上を踏まえ、市民一人ひとり及び地域の防災力によって自らの生命･身体を守る「自助･共助」

と、これらを支援する行政による取組の「公助」が相互に作用することによって防災･減災のまち

づくりを進めていくこととし、以下のとおり将来像を設定します。

防災･減災のまちづくりの将来像

市民･事業者による取組【自助･共助】と行政による取組【公助】の

相乗効果がつくりだす防災･減災のまち
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（２）防災･減災に向けた取組の考え方

防災･減災まちづくりの推進にあたっては、どのような災害に対しても生命･身体を守る避難行

動につながるソフト対策を基本としながら、河川や水路、道路の整備などの災害リスクの軽減を

図るハード対策を組み合わせることによって、本市の防災性を高めていく方針とします。

水害（洪水・雨水出水）に対する方針

1,000 年に１度程度の確率での発生を想定した「最大規模」に対しては、想定される規模から、

被害を防ぐハード対策を行うことは非現実的であるため、生命･身体を守る避難等のソフト対策

を推進していきます。

施設整備の目標となる「計画規模」に対しては、災害リスクの軽減を図るハード対策を推進し

ます。ただし、災害リスクを考慮し、生命･身体を守るためのソフト対策も最大規模と同様に推進

していきます。

図 水害（洪水・雨水出水）に対する方針

災害ハザード

浸水想定区域（計画規模）

雨水出水による浸水実績のある区域 基本的な取組方針

○ソフト対策

基本的な取組方針

○ハード対策

災害ハザード

浸水想定区域（最大規模）

平成 20 年８月末豪雨以降に実施している

事業を着実に進めるほか、浸水被害の発生を

抑制･防止する取組を検討し、災害リスクの軽

減を図ります。また、国等の関係機関との連

携･調整により、矢作川流域における総合的な

流域治水対策等に取り組みます。

想定される水害の規模にかかわらず、生命･

身体を守る避難を実行できるよう、災害リス

クの周知や意識啓発、避難体制の強化等の取

組を進めていきます。
課題２-２

浸水開始前の避難の必要性

課題２-１

ソフト＋ハードによる

災害リスク軽減の必要性

課題１-１

居住者等の生命･身体を

守る避難の必要性

課題１-２

施設利用者の安全確保の

必要性
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土砂災害に対する方針

土砂災害の発生のおそれのある土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）や土砂災害警戒区域（イ

エローゾーン）、急傾斜地崩壊危険区域については、居住誘導区域から除外し、住宅や施設の立

地抑制を図ることとしています。ただし、こうした区域においても、居住者が存在することから、

ハード対策、ソフト対策の両面から、災害リスクの軽減を図る取組を進めていきます。

図 土砂災害に対する方針

基本的な取組方針

○ソフト対策

災害ハザード

土砂災害のおそれのある区域

課題３

区域内の居住者の安全確保

の必要性

区域内の居住者等への災害リスクの周知や

意識啓発、避難体制の強化等の取組を進めて

いきます。

基本的な取組方針

○ハード対策

愛知県による対策整備の実施を促進するこ

とによって災害リスクの軽減を図ります。
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防災･減災の取組

（１）防災･減災の取組と実施時期

防災･減災の取組方針を踏まえ、ハード対策、ソフト対策の取組項目と実施スケジュール等を

整理します。なお、下表は主な取組を示し、詳細な取組内容は次項に掲載します。

表 防災･減災の取組と実施時期

取組 実施主体 対象災害
時 期

短期
（５年）

中期
（10 年）

長期
（20 年）

ハ
ー
ド
対
策

①河川の整備･改修 行政（国･県･市） 水害

②雨水排水施設の整備･改修 行政（市） 水害

③雨水の流出抑制対策 行政（市） 水害

④避難経路となる道路の整備 行政（市） 水害

⑤内水浸水シミュレーションに
基づいた対策

行政（市） 水害

⑥市有施設の防災性強化 行政（市） 水害

⑦地区計画による防災対策 行政（市） 水害

⑧新たなまちづくりにおける防災･
減災対策

行政（市） 水害

⑨防災機能を有する都市基盤
及び防災設備の整備

行政（市）
水害

土砂災害

⑩土砂災害対策の強化 行政（県） 土砂災害

ソ
フ
ト
対
策

①住宅や事業所等における
個別の水害対策の支援･啓発

行政（市）
市民･事業者

水害

②水害リスクの周知･啓発
行政（市）
市民･事業者

水害

③防災･減災対策を施した建築
計画に対する支援

行政（市） 水害

④内水浸水シミュレーションに
基づいたハザードマップの作成･運用

行政（市） 水害

⑤帰宅困難者対策･運用 行政（市） 水害

⑥避難先の確保 行政（市） 水害

⑦要配慮者利用施設に対する
周知･啓発

行政（市） 水害

⑧避難行動要支援者に対する
避難支援

行政（市） 水害

⑨防災教育の実施
行政（市）

市民
水害

土砂災害

⑩地域の防災力の向上
行政（市）
市民･事業者

水害
土砂災害

⑪土砂災害リスクの周知･啓発
行政（市）
市民･事業者

土砂災害

※ ：期間中に段階的に整備が進む取組 ：期間によらず継続して実施する取組
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（２）詳細な取組内容

前項で整理した、主な取組について、より具体的な内容を掲載します。

表 詳細な取組内容（ハード対策）

取組内容

① 河川の整備･改修

・矢作川や乙川、鹿乗川、砂川等、国や愛知県が管理する河川の河道･遊水地の整備や

堤防の強化整備を促進します。

・市が管理する河川や排水路の改修･整備を推進します。

② 雨水排水施設の整備･改修

・平成 20 年８月末豪雨以降に進めている雨水排水施設（ポンプ場、雨水幹線）の整備を

推進します。

③ 雨水の流出抑制対策

・河川や下水道に流れ出る雨水の量を抑制するため、道路や学校、公園、庁舎等の公共

施設への雨水貯留浸透施設の整備を推進します。

・市街地に分布する農地を保全し、雨水貯留や浸透機能を確保する等、農地が持つグリー

ンインフラの機能を活用した雨水の流出抑制対策を推進します。

④ 避難経路となる道路の整備

・避難者が避難所等へ迅速かつ安全に避難ができるよう、避難経路となり得る道路の整備

を推進します。

⑤ 内水浸水シミュレーションに基づいた対策

・内水浸水シミュレーションの活用によって浸水に対する課題を把握し、雨水管、雨水貯

留施設の整備等の効果的な対策を検討します。

⑥ 市有施設の防災性強化

・早期の社会活動再開のために必要となる公共施設の浸水対策を推進します。

・洪水、内水氾濫を対象とした避難場所･避難所に指定されていない市有施設について、

緊急時の避難施設としての活用を検討します。

・公共施設を整備する際には、雨水貯留浸透施設を設置し、雨水流出の抑制を図ります。

⑦ 地区計画による防災対策

・避難施設の整備や居室高さの制限により、浸水被害の防止または軽減を図ることを目的

とした地区計画制度の活用を推進します。

⑧ 新たなまちづくりにおける防災･減災対策

・公民連携まちづくりに係る計画の中で、防災･減災対策となる取組を推進します。

⑨ 防災機能を有する都市基盤及び防災設備の整備

・発災時において、避難の円滑化に資する避難路や避難場所･避難所として機能する道路、

公園、緑地等の都市施設の整備を推進します。

・防災に関する情報の収集、伝達、災害応急対策の指示命令の迅速化や、水位計及び観測

カメラによる河川監視の強化を図るため、通信施設の整備を推進します。

⑩ 土砂災害対策の強化

・土砂災害の危険性が想定されている地域において、愛知県による災害防止施設の整備や

治山事業の実施を促進します。
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表 詳細な取組内容（ソフト対策）

取組内容

① 住宅や事業所等における個別の水害対策の支援･啓発

・河川や下水道への負担軽減を図るため、住宅や事業所等における雨水貯留浸透施設の

設置を支援する補助事業を推進します。

・住宅や事業所等の浸水被害を抑制するため、建物の出入口や開口部の止水板の設置を

支援する補助事業を推進します。

・開発行為における調整池の設置を指導･助言します。

② 水害リスクの周知･啓発

・岡崎市水害対応ガイドブックや矢作川避難計画、みずから暮らしを守るマップ等を用い

た情報発信を行い、水害リスクの高い地域の周知を図ります。

・岡崎市水害対応ガイドブックやマイ･タイムライン等を用い、自ら避難の検討を行うこ

との重要性の周知を図ります。

・発災前に浸水が予想される区域からの早期避難の必要性、個々での避難先の確保につい

て、周知･啓発を図ります。また、出前講座やセミナー等の開催を推進します。

・数日間自宅で避難生活を送ることができるように、各家庭での防災備蓄を促進します。

・施設管理者に対して、施設利用者の円滑かつ迅速な避難をはじめとした災害時の対応の

検討を促進します。

③ 防災･減災対策を施した建築計画に対する支援

・防災･減災対策を行うにあたってこれらを支援する施策を検討します。

④ 内水浸水シミュレーションに基づいたハザードマップの作成･運用

・内水浸水シミュレーションを踏まえ、内水ハザードマップ等を作成し、周知･啓発を行

います。

⑤ 帰宅困難者対策･運用

・帰宅困難者の避難について支援体制の構築を検討します。

⑥ 避難先の確保

・避難が想定される人数と避難場所･避難所の収容可能人数を検証し、必要に応じて新た

な避難先の確保を検討します。

・多くの避難先を確保するため、浸水想定区域外に事業所等が立地する民間事業者との

協定締結等を検討します。

⑦ 要配慮者利用施設に対する周知･啓発

・福祉施設等の要配慮者利用施設に対して災害リスクの周知を図り、防災訓練や災害時の

対応の検討を促進します。

⑧ 避難行動要支援者に対する避難支援

・災害時要支援者の円滑かつ迅速な避難に繋げるため、各地域で個別避難計画の作成を

促進します。

⑨ 防災教育の実施

・市内の災害リスクに対する認識を持ち、継続的な防災意識の継承を図るため、地域や

市役所との連携を強化し、子供世代から防災教育を推進します。

⑩ 地域の防災力の向上

・町内会や自主防災組織が中心となった地域の防災体制の強化を図るため、防災指導員や

地域防災リーダーの育成等の支援を行います。また、地区防災計画の策定を促進します。

⑪ 土砂災害リスクの周知･啓発

・土砂災害ハザードマップ等によって土砂災害の危険がある区域の周知を図ります。

・災害危険性の高い区域からの移転を促進する補助事業を推進します。

・危険な盛土の崩壊による被害の発生を防止するため、行政と民間事業者の連携によって

監視を行い、違反が確認された場合には指導を行います。



66

防災指針

防災･減災に関する評価指標

防災指針において、防災･減災に関する評価指標を設定します。設定する評価指標は、防災指針

において位置づけた取組のうち、特に岡崎市が主体となって実施する取組の進捗状況を把握する

ため、先行した対策の検討が求められるエリアにおけるハード対策に係る指標のほか、市民の生

命･身体を守る行動に繋がるソフト対策に係る指標とします。

評価指標 現状値・目標値

（１）雨水排水施設整備の

進捗状況

【防災に係るハード対策】

2023（令和５）年：現状値 66％

2040（令和 22）年：目標値 81％

※10 年確率降雨に対する下水道施設整備の進捗状況（整備済面積/事業計画面積）

（２）防災くんの登録者数

【防災に係るソフト対策】

2023（令和５）年：現状値 総人口の９％

2040（令和 22）年：目標値 総人口の 10％

※緊急防災メール「防災くん」の登録状況を把握することにより、市民の防災意識の向上と

岡崎市からの情報発信機会の創出状況を確認

（３）岡崎市防災ガイドブック

の認知度

【防災に係るソフト対策】

2023（令和５）年：現状値 73％

2040（令和 22）年：目標値 100％

※岡崎市公式ＳＮＳ登録者を対象としたアンケート調査から岡崎市防災ガイドブックに対する

認知度を把握し、広報誌や出前講座などのプッシュ型の取組による、防災意識の啓発状

況を確認


